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(57)【要約】
【課題】半透過型液晶表示装置において、透過モードで
も反射モードでも、動画表示する際のぼやけ感を適切に
低減する。
【解決手段】オーバードライブ回路８０は、現フレーム
における映像データＣdと前フレームにおける映像デー
タＰdとの二つの入力値に対して透過モード用の補償値
βtを出力するルックアップテーブル８１１と、二つの
入力値に対して反射モード用の補償値βrを出力するル
ックアップテーブル８１２とを備える。セレクター８０
６は、透過モードが指定されたときにはルックアップテ
ーブル８１１による補償値βtを選択し、反射モードが
指定されたときにはルックアップテーブル８１２による
補償値βrを選択する。演算回路８０８は、セレクター
８０６により選択された補償値を現フレームにおける映
像データＣdに加算して、補償映像データＶbとして出力
する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察側の第１基板と、反射層を有する背面側の第２基板とを備え、
　前記第１基板のうち、前記第２基板との対向面側の第１透明電極と、前記第２基板のう
ち、前記第１基板との対向面側の第２透明電極とにより液晶層を挟持した画素を、複数有
し、
　前記複数の画素の各々は、
　前記第２基板側からの入射光が前記第１基板側に出射する透過領域と、前記第１基板側
からの入射光が前記反射層により反射して当該記第１基板側に出射する反射領域とをそれ
ぞれ有し、
　前記透過領域における液晶層の厚さが、前記反射領域における液晶層の厚さとは異なる
液晶表示装置であって、
  前記複数の画素の階調をそれぞれ指定する映像データを、過去の映像データで指定され
た階調との変化分に応じた補償値で補償して、補償映像データとして出力する補償回路で
あって、透過モードであるときの補償値を、反射モードであるときの補償値と異なるよう
に設定された補償回路と、
　前記補償映像データに応じた電圧を前記複数の画素にそれぞれ書き込む駆動回路と、
　を具備することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記透過領域における液晶層は、前記反射領域における液晶層よりも厚く、
　前記補償回路は、前記透過モードまたは前記反射モードのいずれかを指定するモード指
定信号を入力し、前記モード指定信号によって前記透過モードが指定されたときの補償値
を、反射モードが指定されたときの補償値よりも大きくする
　ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記補償回路は、
　現フレームにおける映像データと前フレームにおける映像データとの二つの入力値に対
して前記透過モード用の補償値を出力する第１ルックアップテーブルと、
　前記二つの入力値に対して前記反射モード用の補償値を出力する第２ルックアップテー
ブルと、
　前記モード指定信号によって、前記透過モードが指定されたときには前記第１ルックア
ップテーブルによる補償値を選択し、前記反射モードが指定されたときには、前記第２ル
ックアップテーブルによる補償値を選択するセレクターと、
　前記セレクターにより選択された補償値を前記現フレームにおける映像データに加算し
て、前記補償映像データとして出力する演算回路と、
　を具備することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記補償回路は、
　現フレームにおける映像データと前フレームにおける映像データとの二つの入力値に対
して補償値を出力するルックアップテーブルと、
　前記モード指定信号によって、前記透過モードが指定されたときには第１係数を出力し
、前記反射モードが指定されたときには第２係数を出力する係数出力部と、
　前記ルックアップテーブルによる補償値に前記係数出力部による係数を乗算して、前記
補償映像データとして出力する乗算回路と、
　を具備することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記補償回路は、
　現フレームにおける映像データと前フレームにおける映像データとの二つの入力値に対
して補償値を出力する透過用ルックアップテーブルと、
　前記透過用ルックアップテーブルによる補償値を前記現フレームにおける映像データに
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加算する加算回路と、
　を備え、
　前記モード指定信号によって、前記透過モードが指定されたときには前記加算回路の出
力を前記補償映像データとして出力し、前記反射モードが指定されたときには前記現フレ
ームにおける映像データを前記補償映像データとして出力する
　ことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の液晶表示装置を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆる半透過型の液晶表示装置において動画表示の際のぼやけ感を低減す
る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バックライトを光源とする透過型の液晶表示装置は、暗い場所で見やすい反面、消費電
力が大きくなり、また、明るい場所では見えにくい、という難点がある。そこで、暗い場
所ではバックライトからの透過光を視認させる透過型として機能し(透過モード)、明るい
場所では外光の反射光を視認させる反射型として機能する(反射モード)、半透過（半反射
）型の液晶表示装置が提案されている（特許文献１参照）。
　一方で、液晶表示装置では、動画を表示させる際に、液晶の光学的な応答速度が十分で
ないことに起因して、ぼやけ感が発生する。このぼやけ感を低減するために、いわゆるオ
ーバードライブという技術もある（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４４８３９号公報（図５）
【特許文献２】特開２００１－２６５２９８号公報（図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、半透過型の液晶表示装置に、オーバードライブ技術を適用したときには
、透過領域における液晶層の厚みと、反射領域における液晶層の厚みの違いに起因して、
透過領域と反射領域とでは液晶の光学的な応答が異なってしまい、ぼやけ感を適切に低減
できない、という懸念が生じた。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、半透過型の液晶
表示装置おいて、動画表示の際のぼやけ感を適切に低減することが可能な技術を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために本発明に係る液晶表示装置にあっては、観察側の第１基板と
、反射層を有する背面側の第２基板とを備え、前記第１基板のうち、前記第２基板との対
向面側の第１透明電極と、前記第２基板のうち、前記第１基板との対向面側の第２透明電
極とにより液晶層を挟持した画素を、複数有し、前記複数の画素の各々は、前記第２基板
側からの入射光が前記第１基板側に出射する透過領域と、前記第１基板側からの入射光が
前記反射層により反射して当該記第１基板側に出射する反射領域とをそれぞれ有し、前記
透過領域における液晶層の厚さが、前記反射領域における液晶層の厚さとは異なる液晶表
示装置であって、前記複数の画素の階調をそれぞれ指定する映像データを、過去の映像デ
ータで指定された階調との変化分に応じた補償値で補償して、補償映像データとして出力
する補償回路であって、透過モードであるときの補償値を、反射モードであるときの補償
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値と異なるように設定された補償回路と、前記補償映像データに応じた電圧を前記複数の
画素にそれぞれ書き込む駆動回路と、を具備することを特徴とする。本発明によれば、透
過モードであるときの補償値は、反射モードであるときの補償値と異なるので、液晶層の
厚さに応じた適切な補償値を与えることが可能となる。
　ここで、本発明において、前記透過領域における液晶層は、前記反射領域における液晶
層よりも厚く、前記補償回路は、前記透過モードまたは前記反射モードのいずれかを指定
するモード指定信号を入力し、前記モード指定信号によって前記透過モードが指定された
ときの補償値を、反射モードが指定されたときの補償値よりも大きくする構成が好ましい
。なお、モード指定信号については、周辺の明るさが閾値を下回る場合に透過モードを指
定し、閾値以上である場合に反射モードを指定するようにしても良いし、第２基板側から
光を照射するバックライトをオンさせるときに透過モードを指定し、当該バックライトを
オフさせるときに反射モードを指定しても良い。さらに、ユーザーの操作に応じてモード
指定信号が透過モードまたは反射モードのいずれかを指定しても良い。
【０００６】
　本発明において、前記補償回路は、現フレームにおける映像データと前フレームにおけ
る映像データとの二つの入力値に対して前記透過モード用の補償値を出力する第１ルック
アップテーブルと、前記二つの入力値に対して前記反射モード用の補償値を出力する第２
ルックアップテーブルと、前記モード指定信号によって、前記透過モードが指定されたと
きには前記第１ルックアップテーブルによる補償値を選択し、前記反射モードが指定され
たときには、前記第２ルックアップテーブルによる補償値を選択するセレクターと、前記
セレクターにより選択された補償値を前記現フレームにおける映像データに加算して、前
記補償映像データとして出力する演算回路と、を具備する構成としても良いし、現フレー
ムにおける映像データと前フレームにおける映像データとの二つの入力値に対して補償値
を出力するルックアップテーブルと、前記モード指定信号によって、前記透過モードが指
定されたときには第１係数を出力し、前記反射モードが指定されたときには第２係数を出
力する係数出力部と、前記ルックアップテーブルによる補償値に前記係数出力部による係
数を乗算して、前記補償映像データとして出力する乗算回路と、を具備する構成としても
良いし、現フレームにおける映像データと前フレームにおける映像データとの二つの入力
値に対して補償値を出力する透過用ルックアップテーブルと、前記透過用ルックアップテ
ーブルによる補償値を前記現フレームにおける映像データに加算する加算回路と、を備え
、前記モード指定信号によって、前記透過モードが指定されたときには前記加算回路の出
力を前記補償映像データとして出力し、前記反射モードが指定されたときには前記現フレ
ームにおける映像データを前記補償映像データとして出力する構成としても良い。
　なお、本発明は、液晶表示装置のみならず、当該液晶表示装置を含む電子機器としても
概念することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係る液晶表示装置を適用した電子機器の構成を示す図である。
【図２】同液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【図３】同液晶表示装置における画素の等価回路を示す図である。
【図４】同液晶表示装置における画素の平面構成を示す図である。
【図５】同液晶表示装置における画素の断面構成を示す図である。
【図６】同液晶表示装置におけるオーバードライブ回路の構成を示すブロック図である。
【図７】同オーバードライブ回路による補償内容を示す図である。
【図８】第２実施形態に係る液晶表示装置のオーバードライブ回路を示す図である。
【図９】第３実施形態に係る液晶表示装置のオーバードライブ回路を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は、第１実施形態に係
る液晶表示装置を適用した携帯電話の構成を示す図である。
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　この図に示されるように、携帯電話１２００は、複数の操作ボタン１２０２やカーソル
キー１２０４のほか、受話口１２０６、送話口１２０８とともに、液晶表示装置の表示パ
ネル１００を備える。また、表示パネル１００の下方には、光センサー１２１０の受光窓
が設けられ、携帯電話周辺の明るさを検出する。
【０００９】
　図２は、第１実施形態に係る液晶表示装置１の構成を示すブロック図である。
　この図に示されるように、液晶表示装置１は、表示パネル１００と、表示制御回路６０
、モード指定回路７０、ＬＥＤ駆動回路７２、ＬＥＤ７４、オーバードライブ回路８０、
Ｙドライバー１３０およびＸドライバー１４０を有する。
　なお、図２では、携帯電話１２００のうち、表示以外の構成、例えば無線通信などの構
成については省略している。なお、表示パネル１００で表示すべき画像を規定する映像デ
ータＣdは、携帯電話１２００の動作を司る主制御回路（図示省略）から、同期信号Ｓync
にしたがった画素の順でフレーム毎に供給される構成となっている。
【００１０】
　表示パネル１００は、例えばアクティブマトリクス型の液晶パネルであり、その表示領
域では、複数行の走査線１１２が図において横方向に延在し、また、複数列のデータ線１
１４が図において縦方向に延在し、かつ、各走査線１１２と互いに電気的に絶縁を保つよ
うに設けられるとともに、これらの走査線１１２とデータ線１１４との交差のそれぞれに
対応して、画素１１０がそれぞれ配設されている。
　なお、各画素１１０は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のいずれかに対応しており、Ｒ
ＧＢの３画素で、１つのドットのカラーを表現する。また、本実施形態における表示パネ
ル１００は、詳細については後述するが、バックライトによる透過光を視認させて表示を
行う透過モードと、外光の反射光を視認させて表示を行う反射モードとを有する半透過型
である。
【００１１】
　モード指定回路７０は、光センサー１２１０で検出された周辺の明るさに基づいて、表
示パネル１００を透過モードとするか、反射モードとすべきかを決定して、モードを指定
する信号Ｍodを出力する。ＬＥＤ駆動回路７２は、信号Ｍodによって透過モードが指定さ
れていれば、ＬＥＤ７４を点灯させ、反射モードが指定されていれば、ＬＥＤ７４を消灯
させる。
　ＬＥＤ７４は、バックライトの光源として機能する白色ＬＥＤである。なお、バックラ
イトとしては、ほかに光拡散板や反射板などを含むが、本発明では重要ではないので、光
源としてＬＥＤ７４のみを図示している。
【００１２】
　なお、モード指定回路７０は、透過モードが指定されていれば、明るくなるにつれて、
ＬＥＤ７４も明るくなるように、例えばＰＷＭ制御しても良い。
　また、本実施形態では、信号Ｍodによって表示パネル１００のモードが指定されること
になるが、表示パネル１００において例えば透過モードが指定されたときであっても、反
射光の成分が、少なからずあり、視認される光がすべて透過光であるとは限らない。すな
わち、モード指定回路７０が指定するモードは、実際に視認される光のモードと常に一致
する訳ではない。
【００１３】
　表示制御回路６０は、上記主制御回路から供給される同期信号Ｓyncにしたがって各部
の動作を制御する。
　Ｙドライバー１３０は、表示制御回路６０による制御にしたがって、複数行の走査線１
１２を１フレームにわたってそれぞれ１、２、３、…、行目という順番で選択し、選択し
た走査線に選択電圧を、それ以外の走査線には非選択電圧を、それぞれ印加する走査線駆
動回路である。
　なお、１フレームとは、表示パネル１００を駆動することによって、画像の１コマ分を
表示させるのに要する期間をいい、同期信号Ｓyncの垂直走査周波数が６０Ｈｚであれば
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、その逆数である１６．７ミリ秒である。また、選択電圧とは、後述する薄膜トランジス
ターのゲート電極に印加されたときに当該薄膜トランジスターがオン状態となる電圧であ
り、また、非選択電圧とは、薄膜トランジスターのゲート電極に印加されても当該薄膜ト
ランジスターがオン状態とはならない、すなわちオフ状態とさせる電圧である。
【００１４】
　オーバードライブ回路８０は、詳細については後述するが、同期信号Ｓyncに同期して
供給され、画素１１０の階調（明るさ）を指定する映像データＣdを信号Ｍodで指定され
たモードに応じて応答性を補償し、補償映像データＶbとして出力する補償回路である。
　Ｘドライバー１４０は、表示制御回路６０による制御にしたがって、補償映像データＶ
bをアナログのデータ信号に変換するとともに、Ｙドライバー１３０によって選択された
１行分の画素１１０の各々に対し、変換したデータ信号を、それぞれデータ線１１４を介
して供給するデータ線駆動回路である。
【００１５】
　続いて、表示パネル１００における画素１１０の構成について説明する。表示パネル１
００は、図５に示されるように、素子基板１０と対向基板２０とによって液晶層５０を挟
持した構成である。
　このように構成される表示パネル１００のうち、図３は、画素１１０の等価回路を示す
図であり、図４は、素子基板の構成を示す平面図である。なお、図３および図４は、縦方
向および横方向において互いに隣接する２×２の計４画素分の構成が示されている。また
、図５は、図４におけるＡ－Ａ’線の沿って対向基板を含めて破断したときの断面図であ
る。
【００１６】
　図３および図４に示されるように、各画素１１０は、ｎチャネル型の薄膜トランジスタ
ー（thin film transistor：以下単に「ＴＦＴ」と略称する）１１６と、液晶容量１２０
とを有する。このうち、ＴＦＴ１１６のゲート電極は走査線１１２に接続され、ソース電
極はデータ線１１４に接続され、ドレイン電極は画素電極１１８に接続されている。
　液晶容量１２０は、一端を画素毎の画素電極１１８とし、他端を全画素にわたって共通
のコモン電極１０８として、両電極で液晶層５０を挟持したものである。なお、コモン電
極１０８は、電圧ＬＣcomに保たれている。
【００１７】
　図５において、素子基板１０は背面側に位置する第２基板である。素子基板１０の基材
たる透明基板１１上には、半導体層が画素毎に島状に設けられ、さらに、この半導体層お
よび透明基板１１を覆うようにゲート絶縁膜１２が形成されている。走査線１１２のうち
、ゲート絶縁膜１２を介し半導体層と交差する部分が、ＴＦＴ１１６のゲート電極となっ
ている。
　ゲート絶縁膜１２および走査線１１２の表面を覆うように、第１層間絶縁膜１３が設け
られているが、半導体層のソース領域およびドレイン領域へ通じるように開孔して、コン
タクトホールＣ１、Ｃ２をそれぞれ形成している。
　データ線１１４は、コンタクトホールＣ１を介して半導体層のソース領域に電気的に接
続されている。同様に、接続電極１１５は、コンタクトホールＣ２を介して半導体層のド
レイン領域に電気的に接続されている。
【００１８】
　さらに、第２層間絶縁膜１４および第３層間絶縁膜１５が順次積層されている。このう
ち、第２層間絶縁膜１４は、データ線１１４および接続電極１１５の表面を保護するため
に設けられる。第２層間絶縁膜１４および第３層間絶縁膜１５は、接続電極１１５へ通じ
るように開孔してコンタクトホールＣ３を形成している。
【００１９】
　第３層間絶縁膜１５の表面には、アルミニウム等による反射層１１９が、特に図４に示
されるように矩形形状に、かつ、開口部１１９ａを設けた状態で形成されている。
　なお、反射層１１９は、図５では簡略化のために平坦面に形成されているように見える
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が、実際には、光が散乱反射するように起伏のある散乱面に形成される。また、開口部１
１９ａは、実際には、反射層１１９を中抜きしたものである。
　さらに、透明導電膜からなる第２透明電極としての画素電極１１８が、反射層１１９の
表面を覆うように、かつ、コンタクトホールＣ３を介して接続電極１１５に接続するよう
にパターニングされている。なお、画素電極１１８および第３層間絶縁膜１５の表面には
、すなわち、液晶層５０に接する面には、配向膜が設けられるが、図示省略している。
【００２０】
　他方、対向基板２０は、観察側に位置する第１基板である。対向基板２０の基材たる透
明基板２１のうち、素子基板１０との対向面には、画素電極１１８との対向領域以外の領
域を遮光するように、遮光膜２２が設けられる一方、画素電極１１８との対向領域では、
カラーフィルター２３が設けられる。ただし、カラーフィルター２３の厚さは、反射層１
１９と対向する領域よりも、開口部１１９ａと対向する領域の方が薄くなっている。
　遮光膜１１９およびカラーフィルター２３の表面を覆うように、対向面の全面にわたっ
て透明導電膜からなる第１透明電極としてのコモン電極１０８が形成されている。なお、
コモン電極１０８の表面には、すなわち、液晶層５０に接する面には、素子基板１０と同
様に配向膜が設けられるが、図示省略している。
【００２１】
　このような構成の表示パネル１００においては、背面側の素子基板１０の外側、すなわ
ち図５において下方側から、バックライトとしてのＬＥＤ７４による白色光が入射する。
この白色光のうち、開口部１１９ａを通過する光のみが、液晶層５０に入射する。開口部
１１９ａを通過した光は、液晶層５０で光変調されて、対向基板２０の側、すなわち図５
において上側の観察側に透過表示光として出射する（透過モード）。したがって、画素を
平面視したときに、開口部１１９ａが透過領域となる。
　これに対して、観察側の対向基板２０の外側から、すなわち図５において上方側から入
射した外光のうち、遮光膜２２で遮断されなかった光は、液晶層５０を通過して反射層１
１９に達し、再び液晶層５０を通過して、観察側に、反射表示光として出射する（透過モ
ード）。したがって、画素を平面視したときに、反射層１１９の存在領域、すなわち、開
口部１１９ａを除いた領域が、反射領域となる。
【００２２】
　ここで、透過表示光は、液晶層５０を一度だけ通過するのに対して、反射表示光は、液
晶層５０を２度、通過する。このため、液晶層５０の厚さを、透過領域と反射領域とで揃
えてしまうと、液晶層を通過する光の経路長が透過領域と反射領域とで異なってしまうこ
とになる。
　そこで、本実施形態では、透過領域におけるカラーフィルター２３の厚さを、反射領域
よりも薄くして、透過領域における液晶層５０の厚さ（セルギャップ）が、反射領域のセ
ルギャップの約２倍となるようにしている。
　このため、本実施形態では、液晶層を通過する光の経路長が透過領域と反射領域とでほ
ぼ等しくなるので、透過表示光および反射表示光の双方において高い品位の表示が可能と
なっている。
　なお、液晶層を通過する光の経路長を透過領域と反射領域とでほぼ等しくするために、
図５以外の構成を採用しても良い。例えば、透過領域における第３層間絶縁膜１５を、反
射領域よりも薄くしても良い。
【００２３】
　ところで、セルギャップが透過領域と反射領域とで異なると、液晶分子の電圧応答も、
透過領域と反射領域とで異なることになる。具体的には、透過領域におけるセルギャップ
が反射領域におけるセルギャップよりも厚いと、透過領域における液晶分子の電圧応答性
は、反射領域における液晶分子の電圧応答性よりも低下する。換言すれば、反射領域にお
ける液晶分子の電圧応答性は、透過領域における液晶分子の電圧応答性よりも良好である
。このため、半透過型の液晶表示装置おいてオーバードライブ技術を適用する場合、モー
ドによる応答性の相違を考慮しなければ、動画表示の際のぼやけ感を適切に低減すること
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ができないことになる。
　そこで、本実施形態では、オーバードライブ回路８０を、次のように構成して、透過モ
ードと反射モードとに応じて適切に応答性を補償している。
【００２４】
　図６は、液晶表示装置１におけるオーバードライブ回路８０の構成を示すブロック図で
ある。この図に示されるように、オーバードライブ回路８０は、フレームメモリー８０２
、セレクター８０４、８０６、演算回路８０８、ルックアップテーブル（ＬＵＴ）８１１
および８１２を有する。
　このうち、フレームメモリー８０２は、表示制御回路６０（図２参照）による制御の下
、主制御回路から供給され、表示すべき画像を示す映像データＣdを一時的に記憶すると
ともに、１フレーム経過後に読み出し、映像データＰdとして出力するものである。この
ため、映像データＰdは、映像データＣdに対して１フレーム前の画素の階調を指定するも
のとなる。なお、映像データＰdが１フレーム前のものであることとの対比上、表示すべ
き画像を示す映像データＣdについては、現フレームの映像データと呼ぶことがある。
【００２５】
　セレクター８０４は、信号Ｍodによって透過モードが指定されていれば出力端Ａを選択
し、反射モードが指定されていれば出力端Ｂを選択して、フレームメモリー８０２
から読み出された映像データＰdを選択した出力端から出力するものである。
【００２６】
　ルックアップテーブル８１１は、映像データＣdと１フレーム前の映像データＰdとを入
力して、当該映像データＣdで指定される画素の階調の変化分に応じた透過モード用の補
償値βtを、セレクター８０６の入力端Ａに供給する二次元変換テーブルである。詳細に
は、ルックアップテーブル８１１は、映像データＣdで指定される階調値と映像データＰd
で指定される階調値との組み合わせの各々に対応して、補償値βtを予め記憶したもので
あり、映像データＣdと映像データＰdとが入力された場合に、これら２つのデータで指定
される階調値の組み合わせに対応する補償値βtを出力する。
【００２７】
　ここで、補償値βtについて図７を参照して説明する。
　図７の（ａ）に示されるように、ある画素に着目したときに、あるフレーム（Ｎフレー
ムとする）において映像データＣdで指定される階調Ｔ11が、１フレーム前の（Ｎ－１）
フレームの映像データＰdで指定される階調Ｔ10から変化するときを想定する。
　この想定において、（Ｎ－１）フレームおよびＮフレームのそれぞれにおいて、映像デ
ータＣdを、データ信号に変換して当該着目画素の画素電極１１８に印加しても、液晶層
の低応答性のために当該着目画素（液晶容量）における実際の透過率は、同図の（ａ）の
破線で示されるように、Ｎフレームの終端までに、目的とする階調Ｔ11に応じた透過率に
至らず、それよりも手前の透過率Ｔaとなってしまい、これが原因で一種のぼやけ感が発
生する。
　そこで、図７の（ｂ）に示されるように、Ｎフレームにおいて映像データＣdが指定す
る階調を、階調変化方向に過剰に振った値に補正して、当該着目画素における実際の透過
率が、Ｎフレームの終端において階調Ｔ11に応じた透過率とさせる。このときの階調変化
方向に過剰に振る値を補償値βtとしている。
　このような補償値βtは、透過モードとしたときの映像データＣd、Ｐdに対して予め求
められて、ルックアップテーブル８１１に記憶される。
【００２８】
　このルックアップテーブル８１１は、透過モードにおける補償値βtを記憶するもので
あるが、上述したように、液晶層の応答性は、透過モードと反射モードとにおいて互いに
異なる。このため、反射モード用の補償値βrを記憶するのが、ルックアップテーブル８
１２である。すなわち、ルックアップテーブル８１２は、現フレームの映像データＣdと
１フレーム前の映像データＰdとを入力して、当該映像データＣdで指定される画素の階調
の変化分に応じた反射モード用の補償値βrを、セレクター８０６の入力端Ｂに供給する
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ものである。
　この補償値βrについては、特に図示しないが、Ｎフレームにおいて映像データＣdが指
定する階調を、階調変化方向に過剰に振った値に変更して、当該着目画素の実際の反射率
が、Ｎフレームの終端において階調に応じた値にさせるものであり、このときの階調変化
方向に過剰に振った値を補償値βrとしている。
【００２９】
　なお、補償値βt（βr）は、図７に示されるように、階調が暗から明に変化したときに
正値であれば、逆に階調が明から負に変化したときには負値となる。すなわち、補償値β
t、βrは、いずれも正負を伴う概念である。
　また、透過領域における応答性が反射領域における応答性よりも低いことを考えると、
透過モードの補償値βtは、同じ階調変化があったときの反射モードの補償値βrと比較し
て、絶対値でみて大きい。
【００３０】
　説明を図６に戻すと、セレクター８０６は、信号Ｍodによって透過モードが指定されて
いれば入力端Ａを選択し、反射モードが指定されていれば入力端Ｂを選択して、選択した
入力端に供給された補償値を出力するものである。
　演算回路８０８は、現フレームの映像データＣdに、セレクター８０６によって選択さ
れた補償値を加算して、補償映像データＶbとして出力するものである。
【００３１】
　この構成に係るオーバードライブ回路８０において、信号Ｍodによって透過モードが指
定された場合、セレクター８０４は出力端Ａを、セレクター８０６は入力端Ａを、それぞ
れ選択するので、補償映像データＶbは、現フレームの映像データＣdに透過モード用の補
償値βtを加算したものとなる。一方、信号Ｍodによって反射モードが指定された場合、
セレクター８０４は出力端Ｂを、セレクター８０６は入力端Ｂを、それぞれ選択するので
、補償映像データＶbは、現フレームの映像データＣdに反射モード用の補償値βrを加算
したものとなる。
【００３２】
　次に、実施形態に係る液晶表示装置１の表示動作について説明する。主制御回路からは
、映像データＣdが、１行１列～１行最終列、２行１列～２行最終列、３行１列～３行最
終列、…、最終行１列～最終行最終列の画素の順番で１フレームにわたって供給される。
　このうち、１行１列～１行最終列の画素１行分の映像データＣdが供給される期間にお
いて、表示制御回路６０は、Ｙドライバー１３０に対して１行目の走査線１１２を選択さ
せる一方、オーバードライブ回路８０に対して次のようにして補償映像データＶbを出力
させる。すなわち、表示制御回路６０は、オーバードライブ回路８０に対して、信号Ｍod
によって透過モードが指定されていれば、１行１列の映像データＣdが供給されたとき、
１フレーム前における１行１列の映像データＰdをフレームメモリー８０２から読み出し
て、供給された映像データＣdと読み出した映像データＰdとに応じた補償値βtを、当該
映像データＣdに加算させ、１行２列、１行３列、…、１行最終列の画素の映像データＣd
についても、同様に補償値βtを加算させて、それぞれ補償映像データＶbとして出力させ
る。
　また、表示制御回路６０は、Ｘドライバー１４０に対して、オーバードライブ回路８０
から出力される１行１列～１行最終列の画素の補償映像データＶbをデータ信号に変換さ
せるとともに、１列目から最終列目までのデータ線１１４に出力させる。
【００３３】
　１行目の走査線が選択されると、当該１行目の走査線のみに選択電圧が印加され、他の
走査線には非選択電圧が印加されるので、１行目の画素１１０におけるＴＦＴ１１６のみ
がオンする。これにより、１列目、２列目、３列目、…、最終列目までのデータ線１１４
に供給されたデータ信号は、それぞれオン状態にあるＴＦＴ１１６を介して、それぞれ１
行１列、１行２列、１行３列、…、１行最終列の画素電極１１８に印加されるので、１行
１列～１行最終列の液晶素子には、それぞれ映像データＣdを透過モードの補償値βtで補
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償した補償映像データＶbに対応した電圧が書き込まれることになる。
【００３４】
　同様な動作が、２行目、３行目、…、最終行目の順番で実行されて、各液晶素子には、
それぞれ補償映像データＶbに基づいた電圧が書き込まれることになる。このように、透
過モードが指定されたときに表示パネル１００の各画素１１０では、映像データＣdによ
る指定階調に応じた透過率となるように、液晶層の応答性が透過モードに合わせて補償さ
れるので、透過モードで動画を表示する際のぼやけ感を、適切に低減することが可能とな
る。
【００３５】
　なお、信号Ｍodによって反射モードが指定された場合、オーバードライブ回路８０にお
いて、供給された映像データＣdと読み出した映像データＰdとに応じた補償値が、反射モ
ードに応じたβrとなって、映像データＣdに加算される以外、透過モードと同様な動作と
なる。
　このため、反射モードが指定されたときに、表示パネル１００の各画素１１０では、映
像データＣdによる指定階調に応じた反射率となるように液晶層の応答性が反射モードに
合わせて補償されるので、反射モードで動画を表示する際のぼやけ感についても、適切に
低減することが可能となる。
【００３６】
　このように本実施形態によれば、透過モード、反射モードのいずれのモードが指定され
た場合であっても、指定されたモードに応じてそれぞれ液晶層の応答性を適切に補償する
ことができるので、いずれのモードにおいても、動画表示の際のぼやけ感を適切に低減す
ることが可能となる。
【００３７】
　次に、本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置について説明する。なお、この第２実
施形態に係る液晶表示装置は、オーバードライブ回路８０を図８に示す回路としたもので
あり、他については、第１実施形態と同様なので、その説明を省略する。
　図８に示されるように、第２実施形態に係る液晶表示装置のオーバードライブ回路８０
では、第１実施形態のように、反射モード用の補償値βrを記憶するルックアップテーブ
ル８１２が存在しない。このため、第２実施形態では、ルックアップテーブル８１２に映
像データＰdを供給するためのセレクター８０４、および、ルックアップテーブル８１２
による補償値を選択するためにセレクター８０６についても存在しない。その代わりに、
セレクター８２１および乗算回路８２２を備える。このうち、セレクター８２１は、信号
Ｍodによって透過モードが指定された場合に第１係数「１」を選択し、反射モードが指定
された場合に第２係数「α」を選択して、それぞれ選択した係数を乗算回路８２２に供給
する係数出力部である。乗算回路８２２は、ルックアップテーブル８１１からモードに関
係なく出力される補償値βtに、セレクター８２１から出力される係数を乗じるものであ
る。
　なお、第２実施形態において、演算回路８０８は、乗算回路８２２による乗算値を現フ
レームの映像データＣdに加算する。
【００３８】
　上述したように、透過領域における液晶分子の電圧応答性は反射領域における液晶分子
の電圧応答性よりも低下するので、透過モードにおける補償値βtは、同じ階調変化があ
ったときの反射モードにおける補償値βrと比較して、絶対値でみて大きい。換言すれば
、反射モードにおける補償値βtは、同じ階調変化があったときの透過モードにおける補
償値βtと比較して、絶対値でみて小さくて済む。また、液晶分子の電圧応答性は、セル
ギャップが小さくなるにつれて、向上すると考えられる。このため、第２実施形態では、
反射モード用の補償値βrとして、透過モード用の補償値βrに係数α（αは１未満の値）
を乗じた値を用いる構成となっている。
【００３９】
　このような構成において、信号Ｍodによって透過モードが指定された場合、セレクター



(11) JP 2010-164622 A 2010.7.29

10

20

30

40

50

８２１が第１係数「１」を選択するので、乗算回路による乗算値は、補償値βtそのもの
である。このため、透過モードにおける補償映像データＶbは、第１実施形態と同様に、
現フレームの映像データＣdに透過モード用の補償値βtを加算したものとなる。
　一方、信号Ｍodによって反射モードが指定された場合、セレクター８２１が第２係数「
α」を選択するので、乗算回路による乗算値は、補償値βtに第２係数「α」を乗じた値
となり、この値が反射モード用の補償値βrとして演算回路８０８に供給される。このた
め、反射モードにおける補償映像データＶbは、映像データＣdに、反射モード用の補償値
βrとして（βt・α）を加算したものとなる。
【００４０】
　第２実施形態によれば、第１実施形態と同様に、透過モード、反射モードのいずれのモ
ードが指定された場合であっても、指定されたモードに応じてそれぞれ液晶層の応答性を
適切に補償することができるので、いずれのモードにおいても、動画表示の際のぼやけ感
を適切に低減することが可能となる。さらに、第２実施形態によれば、第１実施形態と比
較すると、ルックアップテーブルに要する記憶容量が半分で済むので、構成の簡易化を図
ることもできる。
　また、第２実施形態において、補償値βtとして用いる（βt・α）は、透過モード用の
補償値βtに「１」未満の第２係数「α」を乗じたものであるので、ルックアップテーブ
ル８１１に記憶させた補償値βtに誤差があっても、当該誤差が縮小する方向に働く。こ
のため、反射モードにおいてぼやけ感を低減するにあたって、補償値βtにおける誤差の
影響を受けにくい、という効果もある。
【００４１】
　なお、第２実施形態では、透過モード用の補償値βtから反射モード用の補償値βrを演
算して求めたが、逆に、ルックアップテーブルに、反射モード用の補償値βrを記憶させ
て、この補償値βrから透過モード用の補償値βtを演算して求める構成としても良い。詳
細には、この構成では、透過モードが指定された場合に第１係数「α」を選択し、反射モ
ードが指定された場合に第２係数「１」を選択して、ルックアップテーブルからモードに
関係なく出力される補償値βrに、モードに応じて選択された係数を乗じることになる。
ただし、この構成においては、第２係数αが「１」よりも大きくなることから、補償値β
tとして用いる（βr・α）の算出にあたって、ルックアップテーブルに記憶させる補償値
βrにおける誤差が拡大する方向に働く。このため、透過モードにおいてぼやけ感を低減
するにあたって、補償値βrにおける誤差の影響を受けやすくなる。
【００４２】
　次に、本発明の第３実施形態に係る液晶表示装置について説明する。なお、この第３実
施形態に係る液晶表示装置は、オーバードライブ回路８０を図９に示す回路としたもので
あり、他については、第１実施形態と同様なので、その説明を省略する。
　上述したように、反射領域における液晶分子の応答性は透過領域における応答性よりも
良好である。また、そもそも反射モードは、外光の反射光を用いて表示を行う関係上、透
過モードと比較して視認性が低い。
　このため、反射モードにおいて、オーバードライブ回路８０による補償をしなくても、
動画表示の際のぼやけ感が知覚されにくいはずである。そこで、この第３実施形態では、
オーバードライブ回路８０は、透過モードが指定された場合だけ、応答性を補償すること
としたものである。
【００４３】
　詳細には、図９に示されるように、第３実施形態に係る液晶表示装置のオーバードライ
ブ回路８０は、信号Ｍodによって透過モードが指定された場合には、現フレームの映像デ
ータＣdに補償値βtを加算したデータを選択し、反射モードが指定された場合には、現フ
レームの映像データＣdそのものを選択して、それぞれ選択したデータを、補償映像デー
タＶbとして出力するセレクター８３０を備える。
【００４４】
　第３実施形態によれば、透過モードおよび反射モードを有する表示パネルにおいて、特
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に透過モードが指定された場合に、動画を表示する際のぼやけ感を適切に低減することが
可能となる。なお、第３実施形態においては、反射モードが指定された場合に、オーバー
ドライブ回路８０による応答補償はなされないが、動画表示の際のぼやけ感は知覚されに
くい。また、第３実施形態によれば、第２実施形態と同様に、第１実施形態と比較すると
、ルックアップテーブルに要する記憶容量が半分で済むので、構成の簡易化を図ることが
できる。
【００４５】
　なお、上述した各実施形態では、光センサー１２１０で検出された周辺の明るさに基づ
いて、モード指定回路７０がモードを指定する信号Ｍodを出力したが、例えば、携帯電話
１２００の動作を司る主制御回路がパックライトのオンを命令したときに透過モードを、
パックライトのオフを命令したときに反射モードを、それぞれ指定しても良い。また、ユ
ーザーによる操作ボタン１２０２やカーソルキー１２０４の操作によって透過モードまた
は反射モードを指定するようにしても良い。
【００４６】
　上述した実施形態では、いずれも液晶表示装置を適用した電子機器として携帯電話を例
に挙げたが、動画を表示するものであって、透過モードおよび反射モードの双方を用いる
ものであれば、携帯電話以外の電子機器であっても良い。なお、このような電子機器とし
ては、例えばデジタルスチルカメラや、ノートパソコン、液晶テレビ、ビューファインダ
型（またはモニタ直視型）のビデオレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手帳、電卓
、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、タッチパネルを備えた機器等な
どが挙げられる。
【符号の説明】
【００４７】
１…液晶表示装置、１００…表示パネル、７０…モード指定回路、７４…ＬＥＤ、８０…
オーバードライブ回路、１３０…Ｙドライバー、１４０…Ｘドライバー、８１１、８１２
…ルックアップテーブル、８０８…演算回路、８２１…セレクター、８２２…乗算回路、
１２００…携帯電話、１２１０…光センサー
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